
公 告 

次のとおり一般競争入札に付する。 

令和４年７月４日 

愛媛県立松山聾学校長 辻岡 英幸   

１ 入札に付する事項 

（１） 件名 

スチームコンベクションオーブンの購入  

（２） 購入物品名及び数量 

スチームコンベクションオーブン １台 

（３） 購入物品の内容等 

入札説明書等による。 

（４） 納入期限、納入日 

契約締結日の翌日から令和５年３月 24日（金）までのうち、学校と協議して決 

めた日 

（５） 納入場所 

愛媛県立松山聾学校 寄宿舎 厨房（所在地：松山市馬木町 2325番地） 

（６） 入札方法 

  ア 入札は紙入札により持参又は郵送等（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれ

らに準ずるものに限る。以下同じ。）により提出すること。 

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契

約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

 知事の審査を受け、営業種別「機械器具類」、営業種目「厨房機器」について、令和 

２～４年度の製造の請負（物品・役務）等に係る競争入札に参加する資格を有すると認 

められた業者で、次の事項に該当するもの。 

(１)  地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない

者であること。 

(２)  入札参加資格確認申請書の提出期限の日から落札者の決定の日までの間に、知

事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 

(３)  修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円滑に実施できる者

であること。 

(４)  愛媛県内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 

（５） 納入期限までに、物品の搬入設置及び稼働調整を適正かつ確実に実施できるも 

のであること。 



 

３ 入札書の提出場所等 

(１)  入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先 

   愛媛県立松山聾学校事務室 

   〒799-2655 愛媛県松山市馬木町 2325番地 

   電話番号 089-979-2211 

(２)  入札説明書の交付方法 

   入札説明書は、公告日から令和４年７月 12 日(火)までの日（土、日曜、祝日を

除く。）の午前８時 15分から午後４時 45分までの間に、（１）に掲げる場所での交

付又は愛媛県立松山聾学校ホームページ（入札発注情報の本件記事）から入手する

こと。 

(３)  入札書の受領期間及び提出方法 

   令和４年７月 19日（火）午前８時 15分から令和４年７月 22日（金）午前 10時

00分までに持参又は郵送等により提出すること。 

(４) 開札の日時及び場所 

 令和４年７月 22日(金)  午前 10時 30分 

 愛媛県立松山聾学校 会議室 

 

４ その他 

(１)  入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

 日本語及び日本国通貨 

(２)  入札保証金 

愛媛県会計規則第 135条から第 137条までの規定による。 

(３)  入札者に要求される事項 

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した物品を納入できる

ことを証明する書類等を、入札説明書等に基づき次の期限までに提出しなければ

ならない。 

提出期限：令和４年７月 12日（火）午後４時 45分 

なお、学校長から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じな

ければならない。 

（４）入札の無効 

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を

履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 

（５） 契約書作成の要否 

    要 

（６）契約保証金 

愛媛県会計規則第 152条から第 154条までの規定による。 

（７）落札者の決定方法 

この公告に示した物品を納入できると学校長が判断した入札者であって、愛媛

県会計規則第 133 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低



価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

（８）その他 

 詳細は、入札説明書による。 


